
居宅支援重要事項説明書 

1、事業者 

法 人 名  那須南農業協同組合 

代表者の役職及び氏名  代表理事組合長 中山 正樹 

所 在 地  栃木県那須郡那珂川町白久 10 番地 

連絡先部署名 
 生活福祉課 TEL：0287-96-6176 

       FAX：0287-96-5997 

設立年月日  平成 11 年 3 月 1 日 

 

2、事業所 

事業所名称  那須南農業協同組合 

事業所番号  0972500201 

所 在 地  栃木県那須郡那珂川町白久 10 番地 

連 絡 先  TEL：0287-96-6176  FAX：0287-96-5997 

設立年月日  平成 12 年 4 月 1 日 

管 理 者  吉本 幸子（介護支援専門員 兼務） 

事業実施地域  那須烏山市 ・ 那珂川町 

 

3、事業目的及び運営方針 

事業の目的 

組合員とその家族及び地域住民が要介護状態になった場

合において、その有する能力に応じ、可能な限り居宅にお

いて自立した日常生活を営むことができるよう、適正な居

宅介護支援を提供することを目的とします。 

運 営 方 針 

利用者の心身の状況等を勘案し介護保険法その他関係法

令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業

者、地域の保健・医療・福祉サービス等と連携を図りなが

ら、利用者の要介護状況の軽減や悪化防止のため、適切な

サービスの提供に努めます。 

 

4、営業日時 

営 業 日 

月曜日～金曜日まで 

 ただし、国民の祝日（振替休日を含む）及び年末年始 

（12 月 31 日から 1 月 3 日）を除きます。 

営 業 時 間 

午前 8 時 30 分～午後 5 時まで 

 緊急時については、24 時間対応可能な体制と整えていま 

す。 

 

 

 

 



5、従業員 

職種 職務内容 人員 

管 理 者 
居宅支援事業の運営管理に関するこ

と 

1 名（常勤 1 名/兼務） 

介護支援専門員 
ケアプランの作成管理に関すること 4 名（常勤 4 名、非常勤 0

名） 

 

6、担当者 

 担当の介護支援専門員は次のとおりです。ご不明な点やご要望などがありましたら、お

申し出ください。 

    氏名： 黒尾 由実    連絡先： 0287-96-6176   

 （1）利用者が居宅介護支援専門員の交代を希望される場合には、出来る限り対応させて 

いただきます。 

 （2）担当する居宅介護支援専門員を事業者側の事情により変更する場合には、あらかじ 

め利用者と協議させていただきます。 

また、緊急時等はこちらの電話でも受け付けております。 

緊急時等連絡先 ：  080-5688-6545  （24 時間対応可能） 

 

7、サービス内容 

 ①居宅サービス計画書の作成 

  利用者の自宅を訪問し、利用者心身の状態を適切な方法により把握の上、利用者自身 

  やご家族の希望を踏まえ作成します。 

②居宅サービス事業所との連絡調整 

  利用者の立場に立って、提供されるサービスが特定の種類又は特定の事業者に不当に 

  偏することがないよう、公正中立に選定します。 

③利用者の状況、サービス実施状況の把握、調査 

  利用者の居宅サービス計画書に基づくサービスの提供が確保されるよう、利用者その 

  家族、指定居宅サービス事業所等との連結調整を継続して行います。 

④利用者の状況の把握 

  概ね１ヶ月に１回訪問・面会し利用者の状況を評価します。必要に応じて、居宅介護 

サービス計画を変更します。 

  居宅において日常生活を営むことが困難になったと判断した場合、または利用者が介 

護保険施設に入所を希望された場合、その仲介をいたします。 

⑤給付管理 

  居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民健康保険 

   団体連合会に提出します。 

⑥要介護認定申請に対する協力、援助 

  利用者の要介護認定または要支援認定の更新申請および状態の変化に伴う区分変更 

  の申請が円滑に行われるように必要な協力をおこないます。利用者が希望する場合 

は、要介護または要支援認定の申請を利用者に代わって代行います。 

 

 



⑦相談業務 

  指定居宅介護支援及び指定居宅サービス事業者等についての相談・苦情窓口となり、 

  適切に対処します。 

8、サービス提供の記録等 

  （1）サービスを提供した際には、あらかじめ「居宅サービス計画書」等に必要事項を 

記入し、必要により利用者の確認を受けます。 

  （2）事業者は、一定期間ごとに（概ね１ヶ月ごとに）「居宅サービス計画書」の内容に 

沿って、サービス提供の状況、目標達成等を確認します。 

  （3）事業者は、「居宅サービス計画書」その他の記録作成完了後５年間は適正に保し、 

利用者の求めに応じて閲覧に応じ、実費負担によりその写しを交付します。 

 

9、利用料  

 指定居宅介護支援を提供した際の利用料金の額は、厚生労働大臣が定める基準によるも 

のとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスである時は、利用者の自己負担は 

ありません。ただし、保険料の滞納等により法定代理受領できない場合は、1 ヶ月当たり

の料金をお支払いいただきます。 

取扱要件 

（介護支援専門員一人あた

り） 

利用料 

（1 ヶ月あたり） 

利用者負担金 

法定代理 

受領分 

法定代理 

受領分以外 

居宅介護支援費（Ⅰ） 

〈取扱件数 50 件未満〉 

要介護度 1.・2 10,860 円 

無 料 

10,860 円 

要介護度 3.・4・5 14,110 円 14,110 円 

居宅介護支援費（Ⅱ） 

〈取扱件数 50 件以上 60 件未

満〉 

要介護度 1.・2 5,440 円 5,440 円 

要介護度 3.・4・5 7,040 円 7,040 円 

居宅介護支援費（Ⅲ） 

〈取扱件数 60 件以上〉 

要介護度 1.・2 3,260 円 3,260 円 

要介護度 3.・4・5 4,220 円 4,220 円 

  ＊50 人以上の場合については、契約の古いものから順に割り当てて算定します。 

＊当事業者が運営基準減算（居宅介護支援の業務が適切に行われない場合の減

算）に該当する場合は、上記金額の 50/100 となります。また、2 ヶ月以上継続

して該当する場合には、算定しません。 

＊特定事業所集中減算（居宅サービスの内容が特定の事業者に不当に偏っている

場合の減算）に該当する場合は、上記金額より 2,000 円を減額することとなりま

す。 

＊高齢者虐待防止措置未実施減算 －1％  業務継続計画未作成減算 －1％ 

加算の種類 加算額 加算要件 

初回加算 3,000 円/回 

新規に居宅サービス計画の作成をする場合、要支

援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計

画書を作成する場合 

要介護状態区分が２区分以上変更された場合に居

宅サービス計画書を作成する場合 



入院時情報連携加算（Ⅰ） 2,500 円/月 

介護支援専門員が医療機関に入院した日の当

日に、医療機関に対して必要な情報提供を行

った場合 

＊営業時間終了後又は営業日以外に入院した場合は入

院日翌日も含む 

入院時情報連携加算（Ⅱ） 2,000 円/月 

介護支援専門員が医療機関に入院後 3 日以内

に、医療機関に対して必要な情報提供を行っ

た場合 

＊営業時間終了後に入院した場合は入院日から起算し

て 3 日目が営業日でない場合はその翌日も含む 

退院・退所加算 

 

 連携 
カンファレン

ス 

退院等に当たって医療

機関の職員等から必要

な情報をうけて、居宅

サービス計画を作成し

居宅サービス等の利用

に関する調整を行った

場合 

4,500 円 1 回 不参加 

6,000 円 2 回 不参加 

6,000 円 1 回 参加 

7,500 円 2 回 参加 

9,000 円 3 回 参加 

通院時情報連携加算 500 円/回 

利用者が医療機関において医師の診察を受け

る際に介護支援専門員が同席し、医師等と情

報連携を行い、当該情報を踏まえてケアマネ

ジメントを行う場合 

緊急時等居宅カンファレン

ス 
2,000 円/回 

病院又は診療所の求めにより、当該病院又は

診療所の職員と共に利用者の居宅を訪問し、

カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サ

ービス等の利用調整を行った場合 

（１か月に２回を限度） 

ターミナルケア 

マネジメント加算 
4,000 円/月 

回復の見込みがないと診断された者であって

在宅で死亡した利用者を 24 時間連絡が取れ

る体制を確保し主治医等の助言を得つつ頻回

な訪問により状態変化等を把握した利用者の

心身状況等を記録した場合 

特定事業所加算（Ⅰ） 5,190 円/月 質の高いケアマネジメントを実施している事

業所を積極的に評価する観点から、人材の確

保やサービス提供に関する定期的な会議を実

施しているなど、当事業所が厚生労働大臣に

定める基準に適合する場合（１ヶ月につき） 

特定事業所加算（Ⅱ） 4,210 円/月 

特定事業所加算（Ⅲ） 3,230 円/月 

特定事業所加算（A） 1,140 円/月 

特定事業所医療介護連携 

加算 
1,250 円/月 

上記の（Ⅰ）~（Ⅲ）のいずれかを取得し、

かつ、退院・入所加算の算定に係る医療機関

等との連携を年間 35 回以上おこなうととも

にターミナル加算を年 15 回以上加算してい

る場合 



 

その他の費用について 

交通費 
利用者の居宅が、通常の実施地域を超える場合、実施地域を超え

た距離に対して 1ｋｍ当たり 50 円を乗じた額を請求いたします。 

10、支払い方法 

 1 ヶ月ごとにまとめて請求しますので、次のいずれかの方法のよりお支払い下さい。 

支払い方法 支払い要件 

口座引き落とし 

月末締めの翌月 21 日（但し、21 日が休日の場合は翌営業日とす

る） 

原則として契約者（または代理人）名義の当 JA 貯金口座振替書

（貯金口座振替依頼書に基づく）で処理させていただきます。 

現 金 
月末締め翌月 21 日まで（但し、21 日が休日の場合は翌営業日）ま

でに現金にてお支払い下さい。 

 

11、利用者の居宅への訪問頻度の目安 

利用者の要介護認定有効期間中、少なくとも１月１回 

    ＊ここに記載する訪問頻度の目安以外にも、利用者からの依頼や居宅介護支援業 

務遂行に不可欠と認められる場合で、利用者の承諾を得た場合には、介護支援 

専門員は利用者の居宅を訪問することがあります。 

 

12、事故発生時の対応 

  指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族、市 

町村等へ連絡と行うとともに、必要な措置を講じます。 

  また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合 

は、損害賠償を速やかに行います。 

 

13、苦情相談窓口 

 サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応します。 

当社お客様相談窓口 

（生活福祉課） 

電話番号：0287-96-6176  FAX 番号：0287-96-5997 

対応時間 ： 9：00 ～ 16：00 

 

公的機関においても、苦情申出等ができます。 

市町村介護保険相談 

窓口 

市町村 部署名 電話番号 

那須烏山市 健康福祉課 0287-88-7115 

那珂川町 健康福祉課 0287-92-1119 

栃木県国民健康保険団体連合会 

（苦情処理担当） 
電話番号 ： 028-623-2220 

 

 

 

 



14、公正中立なケアマネジメントの実施等 

 （1）ケアプランを作成の際は、複数の事業所を紹介します。 

 （2）ケアプランに位置付けた事業所について選定理由を説明することができます。 

 （3）障害福祉サービスを利用してきた障害者が介護保険サービスを利用する場合は、 

特定相談支援事業と連携を図ります。 

 

15、サービスの利用にあたっての留意事項 

  (1)入院時は、入院先の医療機関に担当のケアマネジャーの氏名等をお知らせください。 

(2)介護支援専門員に対する贈り物や飲食物等のもてなしは、ご遠慮させていただきま

す。 

(3)体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早め 

に担当の介護支援専門員又はサービス事業所の担当へご連絡ください。 

 

16、当事業所の利用割合及び同一事業所によって提供された割合 

ケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況は

別紙のとおりである。  

 

 

重要事項説明書の説明年月日 令和    年    月   日 

 

利用者へのサービス提供開始にあたり、上記の通り重要事項を説明しました。 

事
業
者 

所在地 栃木県那須郡那珂川町白久 10 番地 

名 称 那須南農業協同組合    印 

説明者               印 

 

介護サービスの提供に当たり、契約書及び本書面に基づき重要事項説明及び交付を受

け、その内容に同意します。 

利

用

者 

住 所 

 

氏 名             

代

理

人 

住 所  

氏 名             



 

《別紙》 

介護支援 サービス利用割合等 説明書 

 

①前 6 か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介

護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合 

   

訪問介護 17.9％ 

通所介護 65.6％ 

地域密着型通所介護 4.0％ 

福祉用具貸与 62.2％ 

 

 

②前 6 か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介

護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業によって提供されたものの割合 

    

訪問介護 
那須南農業協同組合 

72.5％ 

訪問介護プルメリア 

13.0％ 

株式会社ショウゴ 

8.4％ 

通所介護 
サポートセンター美和 

18.4％ 

JA なす南えがお 

15.2％ 

ディサービス 

まほろば 

14.6％ 

地域密着型通所介護 

ディサービス 

おとなりさん 

20.7％ 

くまだ機能訓練ディ 

20.7％ 

ディサービス 

介護ファミリー 

20.7％ 

福祉用具貸与 
はいくおーる 

20.7％ 

ひまわり館 

19.3％ 

栗原医療器械店 

19.1％ 

  

③判定機関 （令和 7 年度） 

 

■前期（3 月 1 日から 8 月末日） 

 

□後期（9 月 1 日から 2 月末日） 


